
子育て支援センターだより（８月）

※時間は全日午前１０時～１１時３０分です。
※�子育て支援センターの利用時間は午前９時～午後４時です。

期日 事業名 場所 内容
　２日（水） のびのび広場

子育て支援センター

　　　　水あそび
　９日（水） あそびの教室 　　　　  水あそび
２３日（水）

のびのび広場
　　乳幼児栄養相談

３０日（水） 　　　　水あそび

　
　子育て支援センターは就学前のお子さんと保護者の方が気軽に参加でき
るサロンです。１歳未満のお子さんも大歓迎です！

問合せ　子育て支援センター　☎８２－０６０１

東秩父村では、平成２８年度から３２年間の計画で地籍調査をスタートしました。地籍調査は、国土調査法に基づき
村が主体となって実施します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

どうして地籍調査をするの？
　現在、法務局に備え付けられている地図（公図）の大半は、明治初期の地租改正で作られたものを基礎にしたもので、
土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりすることがあります。
　そこで、土地に関するあらゆる行為の基礎になる土地の戸籍を現状にあった正確なものにするため、この調査を実
施する必要があります。

地籍調査のメリットとは？
①境界の位置が不明になっても正確に復元することができますので土地に関するトラブルを未然に防止することができます。
②土地の形状や面積が現状にあった正確なものになります。
③災害等の後でも、元の境界位置が容易に確認でき、迅速な復旧に役立ちます。
④固定資産税の課税が適正に行われます。
⑤土地取引が円滑に行えます。
　皆様の貴重な土地（財産）を正確に調査、測量し記録保存することにより、土地に関するトラブルを未然に防止す
るとともに、災害復旧などに迅速に対応できるよう行うものが地籍調査となります。未来に「安心」をもたらす大切
な事業です。
　調査に伴う住民の皆様の費用負担はありません。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

調査の流れ
１つの地区を概ね３年かけて行います。
・１年目　調査地区の調査資料等収集、基準点測量
・２年目　一筆地調査（所有者との立会い）、一筆地測量、基準点測量
・３年目　地籍図・地籍簿の作成、成果の閲覧、法務局へ送付
※あくまで目安です。

今年度の調査地区（予定）について
　御堂２については、昨年度の調査の結果を閲覧して頂く予定です。
閲覧日については、土地所有者の皆様にお知らせをお送り致します。
御堂３については、令和５年度に一筆地調査（立会い）を予定しています。
調査区域の土地所有者の皆様には現地境界確認のご協力をお願いすることとな
ります。
御堂４については、調査地区の調査資料等の収集および基準点の設置・測量をさせて頂きます。
　また、村職員等が事前調査で仮杭の設置、支障木やその枝などの伐採、土地への立ち入りを国土調査法に定める範
囲内で行いますのでご理解とご協力をお願いします。
問合せ　建設課　地籍調査担当　☎８２－１２２２

  地籍調査事業のお知らせ ～杭を残して悔い残さず～

お子さんが家でできる発育を促
す楽しい遊び方や、日ごろの生
活内容など、子育て支援センター
職員が親身にお聴きします。
お気軽にお電話ください！！　
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